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支援体制の見直しの概要
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・１グループ８名程度
・概ね６回１クール
・支援目標共有面談
・保護者のみ参加の会
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◎各区子育て支援センターが実施する
「児童発達支援事業」を「初期療育サロン」に見直すことによる効果
・利用手続が簡素になり、早期に「初期療育サロン」に参加できます
・利用料は無料です
・初期療育サロンは途中参加が可能です
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※初期療育サロン後に
サービスを利用する際
には、別途手続きが必
要です

・１グループ８名
・７回１クール
・初回又は２回目
に個別支援計画
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２～５か月 ２～４か月

１～２か月 ２～３か月


